
会計 /税務実務トレーニング

非居住者の源泉税、租税条約届出書、外国税額控除の

実務ポイント総点検 主催／エス・エス・ジェイ株式会社

お問い合わせ
エス・エス・ジェイ株式会社　マーケティング企画部　トレーニング担当

TEL：03-5548-7857   training@ssjkk.co.jp
東京都中央区勝どき　勝どき YS ビル

パートナー様、SuperStream ユーザー様用

内　　容 非居住者の源泉税、租税条約届出書、外国税額控除の実務ポイント総点検

5 使用料

6 債権債務の相対取引も支払として源泉徴収対象

7 外国税額控除の概要

１ 非居住者に対する課税関係の概要１

１ 外国法人の日本支店等に対する支払２

１ 租税条約の届出書３

１ 人的役務の提供事業４

受講料 15,750 円 (税込 )
受講

対象者

①企業の税務担当者

②非居住者、外国法人への支払業務を担当する方

③非居住者、外国法人への支払業務について理解を深めたい方

日時
2009 年 9月 29日（火）

14:00 ～ 17:00（13:30 より受付開始）

会場

エス・エス・ジェイ株式会社

本社 2階研修室 D
東京都中央区勝どき　勝どき YS ビル

アクセス

・都営地下鉄大江戸線「勝どき駅」A3 出口徒歩 5分
・JR 東京駅 丸の内南口 東京駅南口バス停 又は、
 JR 有楽町駅 中央西口　有楽町駅前バス停より
〔都 04〕豊海水産埠頭行き 新島橋バス停下車 徒歩 1分 

海外の個人・法人に報酬等を支払う機会が増えてきました。非居住者あるいは外国法人に

報酬等を支払う場合、国内の個人あるいは法人に支払う場合と異なる源泉税がかかってくる

場合があります。また、日本国内での支払であっても、相手が外国法人の日本支店だと、

海外の法人に送金する場合と同様の源泉税が課税されることがあります。これらの源泉所得税も、

日本が外国と締結している租税条約を適用すると、源泉税が免除されたり税率が軽減されることが

ありますが、事前に所轄税務署への届出が必要になります。これらの手続について、解説していきます。

また、逆に海外から受け取る所得については、相手国で源泉所得税や、法人税が課税されることがあり、

日本で法人税が課税されると、同じ所得について日本と相手国で二重に課税されることになります。

この二重課税を防止するためには、上述の租税条約の適用を受けるほかに、外国税額控除を受ける方法が

ありますので、これについても解説していきます。


